
１．千葉県災害福祉支援チーム（千葉県DWAT）とは？１．千葉県災害福祉支援チーム（千葉県DWAT）とは？

Disaster Welfare Assistance Team の略
災害 福祉 支援 チーム

○災害福祉支援チーム（以下「チーム」という。）は、災害時における二次被害を防ぐため、
避難所等※１に駆けつけ、配慮が必要な者に対し福祉支援を行う専門職チームです。

○避難所等においては、福祉サービス等が欠けた環境に置かれた避難者等※２には、次のよう
な二次被害が想定されます。
①【更なる重度化】平時では、福祉サービス等の提供があることを前提に生活が成立して
いる方の状態がさらに悪化する。

②【新たな発生】平時であれば生活は成立している方が、交流の不足、不活発な状態とな
り、状態が悪化する。

○このため、避難所等に派遣されたチームは、避難者等の福祉ニーズの把握やスクリーニン
グ※３、福祉避難所への誘導、日常生活上の支援、各種相談対応、環境整備などを実施しま
す。

※１ 避難所等：一般避難所、福祉避難所
※２ 避難者等：避難所等に避難している人
※３ スクリーニング：避難者等について、問題整理、緊急性の分類や支援の振り分けを
すること。
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生活環境の悪化等により公衆衛生等のニーズ増大
⇒救援（地域）の医療チーム・保健師等の巡回等による
疾病予防・健康維持の支援活動
⇒DWAT等による福祉的支援活動

DMATから医療救護班（JMATなど）
への引継ぎ

２．DWATはいつ派遣される？ （発災後の時間経過と支援活動の変化）２．DWATはいつ派遣される？ （発災後の時間経過と支援活動の変化）

災
害
発
生

時間
経過

当日～３日 ３日間～１週間 １か月～（状況に応じて）

移行期（復旧期）

・ QOLの低下など避難活動の長期化によるニー
ズの多様化への対応
・避難生活の継続支援：福祉に欠ける状態から
派生する二次被害の防止

急性期
・公衆衛生等の
ニーズへの対応
・避難生活の導入
支援

超急性期

・人命救助
・被害全容把握
・避難行動支援

支援チーム５支援チーム５
支援チーム４支援チーム４

支援チーム３支援チーム３

支援チーム２支援チーム２

ＤＷＡＴ
支援チーム１
ＤＷＡＴ

支援チーム１
ＤＷＡＴ
先遣チーム
ＤＷＡＴ
先遣チームDWATの動き

発災後の
被災者ニーズの
変化と対応

救命医療のニーズ増大
⇒DMAT・DPAT・災害拠点病院
等による救護活動

先遣チームは、支援
チーム編成のための
避難所状況把握、支
援チーム員の宿泊場
所確保等を行う。

支援チーム１チームあたりの
活動期間は原則５日間。
引継を行いながら、避難所で
の支援活動を行う。概ね１か
月程度。

仮住まい

避難所の減少
地域等の活動への移行
（DWATの段階的な縮

小・撤退）

要配慮者
避難行動

地域医療機関の再開

避難所等へ避難状態要配慮者の状態

一般避難所や
福祉避難所に
派遣する。

救命医療の
ニーズ
公衆衛生等
のニーズ



避難所に派遣

３．DWATは何をする？（ DWATの活動イメージ）３．DWATは何をする？（ DWATの活動イメージ）

住宅

一般避難所 福祉避難所災害発生

避難行動

①福祉ニー
ズの把握

●DWATの活動範囲：一般避難所、福祉避難所

②スクリーニング

③福祉避難所等へ
の誘導

④日常生活
上の支援
⑤相談支援
⑥環境整備

被災地以外のDWAT

●避難所に派遣されたDWATは
（１）避難者等の福祉ニーズ把握及び要配慮者のスクリーニ

ング
（２）要配慮者からの相談対応及び介護を要する人への応急

的な支援
（３）その他、避難所の環境整備 等を行う。

被災地以外のDWAT
（順次派遣される）



４．DWATは具体的に何をする？（DWAT活動の内容）４．DWATは具体的に何をする？（DWAT活動の内容）

（１）避難者等の福祉ニーズ把握及び要配慮者のスクリーニング
ア 避難者等の福祉ニーズを把握し、中長期的な福祉支援の必要性を協議会本部に報告す

る。
イ 緊急に介入が必要な要配慮者をスクリーニングし、必要に応じて福祉避難所や福祉施

設などに繋ぐ。
ウ 避難者等の福祉的課題を早期に整理し、行政、医療又は福祉機関等と課題を共有し、

連携の取れた支援体制を構築する。

（２）要配慮者からの相談対応及び介護を要する人への応急的な支援
ア 要配慮者の相談に応じ、関係機関への情報提供や支援のコーディネートを行う。
イ 避難所等において介護等の支援が必要な場合は、介護等の支援を行う。

（３）その他
ア 避難所等の施設・環境面で福祉的な課題があれば、その解消に向けて調整する。
イ 広く避難者からの相談に応じ、避難環境を良好に保つ。
ウ その他、福祉支援として必要と認められる活動を行う。
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想定されるチーム員の資格等

区分 資格等
資格等 社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者

研修修了者、介護福祉士実務者研修修了者、相談支援専門員、
精神保健福祉士、手話通訳士、保育士、看護師、リハビリ専
門職、管理栄養士、臨床心理士 等

職種等 生活相談員、生活支援員、独立型社会福祉士、介護職員、ケ
アマネジャー、訪問介護員、手話通訳者、地域包括支援セン
ター職員 等

５．DWATはどんな人がなる？（ DWATのチーム員）５．DWATはどんな人がなる？（ DWATのチーム員）

○県と協定を結んだ福祉関係団体に所属する個人会員や、会員施設等から推薦を
受けて登録した福祉専門職（社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員（ケアマ
ネジャー）、相談員等）で構成します。
○チーム員は、県に登録され、研修や訓練を実施します。



中央区

花見川区

稲毛区

鋸南町

若葉区

緑区

美浜区

銚子市市川市
船橋市

館山市

木更津市

松戸市

茂原市

佐倉市

東金市

旭市

習志野市

柏市

勝浦市

市原市

流山市

八千代市

我孫子市

鴨川市

鎌ケ谷市

君津市

富津市

浦安市

四街道市

袖ケ浦市

八街市

印西市
白井市

富里市

南房総市

匝瑳市

香取市

山武市

いすみ市

大網白里市

酒々井町

栄町

神崎町

多古町

東庄町

芝山町

横芝光町

一宮町
睦沢町

長生村

白子町長柄町

長南町

大多喜町

御宿町

成田市

九十九里町

野田市

安房

山武・長生・夷隅

香取・海匝
印旛

千葉

東葛南部

東葛北部

君津

市原

圏域 市町村名（下線は保健所所在市町村）

千葉 千葉市

東葛南部 市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、
浦安市

東葛北部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市

印旛 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白
井市、富里市、酒々井町、栄町

香取・海匝 香取市、神崎町、多古町、東庄町、銚子市、旭市、
匝瑳市

山武・長
生・夷隅

東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、芝山
町、横芝光町、茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、
白子町、長柄町、長南町、勝浦市、いすみ市、大
多喜町、御宿町

安房 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町

君津 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市

市原 市原市

〇二次医療圏域毎に
チームを構成します
〇当面の目標は、
９圏域×１チーム
×５名＝４５名です

６．DWATのチーム員登録の考え方６．DWATのチーム員登録の考え方

チーム員の登録にあたっては、チーム員の居住
地又は勤務地を考慮し、圏域ごとに登録します。
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野田市

災害発生

≪非被災圏域
（DWAT支援圏域）≫

県からDWATの派遣要
請を受ける地域
DWATは一般避難所・
福祉避難所に派遣。

≪被災圏域
（DWAT受援圏域）≫

県内他圏域からDWAT
支援を受ける地域
（当該圏域へは派遣
要請しない。）
チーム員登録者は所
属施設・団体及び近
隣施設等の災害対応
に注力

７．DWATの派遣のイメージ７．DWATの派遣のイメージ

災害発生

○大規模災害（災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用され又は適用される
可能性があると認められる規模の災害）が起きた場合に派遣されます。
○例えば、山武・長生・夷隅圏域で災害があったときの派遣イメージは次のとおりです。

被災市町村から県に派遣要請

県から、千葉県災害福祉支援
ネットワーク協議会に派遣要請

協議会において、派遣可否の検
討、派遣決定、チーム員に連絡

チーム員は被災地の一般避難所
等に向かう



（１）千葉県
被害情報を収集し、被災市町村（災害対策本部）等関係機関との連絡調整を

行うとともにチームの派遣の要否を判断し、必要に応じてチームの派遣を要請
する。

（２）千葉県災害福祉支援ネットワーク協議会※１
千葉県と千葉県社会福祉協議会が共同事務局を担い、平時はチーム員の養成

や訓練、派遣に備えた資機材等の準備、医療等関係団体との連携体制づくりを
行う。
災害発生時はチーム本部として、チームを編成し、派遣の手続きを行うとと

もに、適宜、関係機関と連絡調整等を行い、被災地に派遣されたチームの後方
支援を行う。

（３）基本協定締結団体
自らの団体に加入する会員施設や個人会員に対し、必要に応じて、チーム員

の派遣の調整を図る。団体内での情報を収集し、協議会本部に報告する。

※１ 千葉県災害福祉支援ネットワーク協議会の構成団体（２２団体）
（下線を引いてある団体は、基本協定を締結している団体です。）
千葉県、千葉県社会福祉協議会、千葉県社会福祉法人経営者協議会、千葉県高齢者福祉施設協会、千葉県
老人保健施設協会、ちば地域密着ケア協議会、千葉市老人福祉施設協議会、千葉県身体障害者施設協議会、
千葉県知的障害者福祉協会、千葉県精神障害者自立支援事業協会、千葉県社会福祉士会、千葉県介護福祉
士会、千葉県介護支援専門員協議会、千葉県ホームヘルパー協議会、千葉県聴覚障害者協会、千葉県児童
福祉施設協議会、千葉県保育協議会、千葉県中核地域生活支援センター連絡協議会、千葉県精神保健福祉
士協会、千葉市身体障害者連合会、千葉県市長会、千葉県町村会

８．各団体の役割８．各団体の役割


